
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号
）
（
青

少
年
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
風
適
法
」
と
い
う
。
） 

 

の
一
部
改
正
に
よ
り
風
俗
営
業
の
規
定
が
整
理
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
青
少
年
へ
の
勧
誘
行
為 

 

を
禁
止
す
る
接
待
飲
食
等
営
業
の
見
直
し
等
を
行
う
も
の
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

青
少
年
へ
の
勧
誘
行
為
を
禁
止
す
る
接
待
飲
食
等
営
業
の
見
直
し 

 
 

 

青
少
年
へ
客
と
な
る
よ
う
勧
誘
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
接
待
飲
食
等
営
業
に
つ
い
て
、
改 

 
 

正
後
の
風
適
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
「
キ
ャ
バ
レ
ー
、
待
合
、
料
理
店
、
カ 

 
 

フ
ェ
ー
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
の
接
待
を
し
て
客
に
遊
興
又
は
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
」
と 

 
 

す
る
。 

 

㈡ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日 

 


